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議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
日
本
の
在
外
公
館
に
お
け
る
美
術
品
の
紛
失
に
関
す
る
再
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送

付
す
る
。



衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
日
本
の
在
外
公
館
に
お
け
る
美
術
品
の
紛
失
に
関
す
る
再
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
不
用
」
と
は
、
用
の
な
い
こ
と
を
指
す
。

二
及
び
三
に
つ
い
て

外
務
省
で
は
、
在
外
公
館
に
配
置
さ
れ
て
い
る
美
術
品
に
つ
い
て
は
、
物
品
管
理
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
十
三
号

）
等
に
基
づ
き
、
修
繕
の
可
否
、
修
繕
に
要
す
る
費
用
等
を
勘
案
し
、
物
品
管
理
官
で
あ
る
在
外
公
館
長
が
不
用
の
決
定
を

行
う
こ
と
と
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
不
用
の
決
定
は
、
在
外
公
館
に
お
け
る
適
正
な
手
続
を
経
て
行
わ
れ
る
こ
と
か
ら
、

在
外
公
館
長
に
よ
る
恣
意
的
な
決
定
が
行
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
。

四
に
つ
い
て

外
務
省
に
お
い
て
確
認
で
き
る
範
囲
で
は
、
お
尋
ね
の
事
例
は
な
い
。


